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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に 
関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等に 
おける情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び関係行 
政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技 
術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令の公布に 
ついて 

 
 
 平素より、子ども・子育て支援新制度の施行準備に御尽力・御協力をいただ

き大変ありがとうございます。明日４月１日より、子ども・子育て支援新制度

が施行されることとなりますが、本日、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の

保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成 27 年内閣

府・文部科学省・厚生労働省第１号）」及び「関係行政機関が所管する法令に係

る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改

正する命令（平成 27 年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・

文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・

環境省令・原子力規制委員会規則・防衛省令第１号）」を公布いたしました。 
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利



用に関する法律施行規則」により、私立の幼保連携型認定こども園に係る就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以下「認定こども園法

施行規則」という。）第 26 条の規定により準用する学校教育法施行規則（昭和

22 年文部省令第 11 号）第 28 条第１項の規定に基づく書面の保存、認定こども

園法施行規則第30条第１項から第３項までの規定に基づく書面の作成並びに同

令第 30 条第２項及び第３項の規定に基づく書面の送付について、私立の幼稚園

における書面の保存、作成及び送付と同様に、紙媒体ではなく電磁的記録によ

ることが可能となります。その際には、本命令に規定する方法等による必要が

ありますので、御留意願います。 
「関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、「関係行政機関が所

管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行

規則（平成 16 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）」別表が改正

され、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 66 号）による改正後の就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律

第 77 号。以下「認定こども園法」という。）関係法令を所管することとなる行

政機関である「内閣府、文部科学省及び厚生労働省」が追加されることにより、

認定こども園法関係法令について「行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）」が適用されることとなることから、

国立及び公立の幼稚園と同様に、国立及び公立の幼保連携型認定こども園にお

ける書面の保存、作成及び送付についても、紙媒体ではなく電磁的記録による

ことが可能となるとともに、認定こども園法に基づく申請等や処分通知等につ

いても、紙媒体ではなく電磁的記録によることが可能となります。 
各都道府県・指定都市・中核市の御担当者におかれましては、管内の関係者

に御周知いただき、これらの命令に基づく措置が活用されるよう、御協力をお

願いいたします。 
 
［添付資料］ 
資料１：「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情



報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の官報 
資料２：「関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の官報 
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